
   

大
阪
府
規
則
第
百
二
十
八
号 

大
阪
府
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
認
定
に
関
す
る
規
則 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
大
阪
府
循
環
型
社
会
形
成
推
進
条
例
（
平
成
十
五
年
大
阪
府
条
例
第

六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
民
間
団
体
等
に
よ
る
循
環
型

社
会
の
形
成
に
資
す
る
自
主
的
な
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、
民
間
団
体
等
が
運
営
す
る
リ
サ

イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
認
定
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
の
用
語
の
意
義
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一 

リ
サ
イ
ク
ル 

循
環
的
な
利
用
を
行
う
た
め
に
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）
第
七

条
第
六
項
、
第
八
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
六
項
、
第
十
四
条
の
四
第
六
項
及
び
第
十
五

条
第
一
項
の
規
定
を
遵
守
し
て
行
う
一
般
廃
棄
物
又
は
産
業
廃
棄
物
の
処
分
を
い
う
。 

二 

リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム 

廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第

十
四
条
の
四
第
一
項
の
規
定
を
遵
守
し
て
行
う
循
環
資
源
（
市
町
村
が
処
理
す
る
こ
と
の

困
難
な
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
収
集
又
は
運
搬
（
以
下
「
収
集
運
搬
」
と
い
う
。
）

及
び
リ
サ
イ
ク
ル
を
府
の
区
域
内
で
一
体
的
に
運
営
す
る
た
め
の
仕
組
み
を
い
う
。 

三 

シ
ス
テ
ム
管
理
者 

リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
を
適
正
に
管
理
す
る
者
を
い
う
。 

四 

収
集
運
搬
者 

リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
に
係
る
収
集
運
搬
を
行
う
者
を
い
う
。 

五 

リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者 

リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
に
係
る
リ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
す
る
者
を

い
う
。 

（
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
認
定
） 

第
三
条 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
そ
の
管
理
す
る
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
取
り
扱

う
循
環
資
源
の
種
類
ご
と
に
、
知
事
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
大
阪
府
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム

認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

前
項
の
大
阪
府
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
認
定
申
請
書
に
は
、
申
請
者
が
第
四
条
第
一
項
第

六
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
の
誓
約
書
（
様
式
第
二
号
）
そ
の
他
知

事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
の
認
定
は
、
五
年
ご
と
に
そ
の
更
新
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
期
間
の
経
過
に
よ

っ
て
、
そ
の
効
力
を
失
う
。 

５ 

前
項
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
期
間
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
認
定
の
有
効
期
間
」
と
い
う
。
）
の
満
了
の
日
ま
で
に
そ
の
申
請
に
対
す
る
処
分
が
さ
れ
な

い
と
き
は
、
従
前
の
認
定
は
、
認
定
の
有
効
期
間
の
満
了
後
も
そ
の
処
分
が
さ
れ
る
ま
で
の

間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 



６ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
認
定
の
更
新
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
認
定
の
有
効
期
間
は
、

従
前
の
認
定
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
認
定
の
基
準
） 

第
四
条 
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
と
き
は
、
同
項
の
認
定
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

一 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
が
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
管
理
を
継
続
し
て
適
正
に
行
う
に
足
り

る
知
識
、
技
能
及
び
体
制
並
び
に
経
理
的
基
礎
を
有
す
る
こ
と
。 

二 

循
環
資
源
の
収
集
運
搬
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
を
府
の
区
域
内
で
実
施
す
る
た
め
の
仕
組
み

が
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

三 

循
環
資
源
の
収
集
運
搬
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
の
過
程
の
透
明
性
の
確
保
の
た
め
の
そ
の
過

程
の
記
録
に
関
す
る
証
票
（
以
下
「
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
」
と
い
う
。
）
の
活
用
が
第
六
条
の

規
定
に
よ
り
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

四 

循
環
資
源
の
収
集
運
搬
の
料
金
の
額
の
提
示
の
方
法
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
の
料
金
の
公
表

が
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。 

五 

前
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
循
環
資
源
の
種
類
に
つ
い
て
、
リ
サ
イ
ク
ル

実
施
者
が
受
け
入
れ
る
循
環
資
源
の
総
重
量
の
う
ち
に
占
め
る
リ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
す
る

循
環
資
源
の
総
重
量
の
割
合
（
以
下
「
リ
サ
イ
ク
ル
率
」
と
い
う
。
）
の
目
標
が
適
切
な
方

法
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
上
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
目
標
の
達
成
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
。 

六 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
（
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
役
員
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員
、

取
締
役
、
執
行
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
、
相
談
役
、
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る

名
称
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
者
と
同
等
以

上
の
支
配
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
及
び
発
行
済
株
式
の
総
数
の
百
分
の
五
以
上
に

相
当
す
る
数
の
株
式
を
有
す
る
株
主
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
五
以
上
に
相
当
す
る
金

額
の
出
資
を
し
て
い
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
使
用
人
（
本
店
若
し
く
は
支
店
（
商

人
以
外
の
者
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
又
は
従
た
る
事
務
所
）
又
は
継
続
的
に
当
該

リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
に
係
る
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
を
有
す
る
場
所
の
代
表

者
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
、
個
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
使
用
人
を
含
む
。
）

が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
こ
と
。 

イ 

廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
第
五
項
第
四
号
イ
か
ら
チ
ま
で
又
は
第
十
四
条
第
五
項
第
二

号
ロ
、
ハ
及
び
ヘ
に
掲
げ
る
者 

ロ 

大
阪
府
暴
力
団
排
除
条
例
（
平
成
二
十
二
年
大
阪
府
条
例
第
五
十
八
号
）
第
二
条
第

四
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
密
接
関
係
者 

ハ 

別
表
第
一
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
に
足
り
る
相
当
の
理
由

が
あ
る
者 

ニ 

第
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取

消
し
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者 

２ 

知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
大
阪
府
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
認
定
証

（
様
式
第
三
号
）
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
名
称
、
認
定
に

係
る
循
環
資
源
の
種
類
そ
の
他
大
阪
府
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
認
定
証
に
記
載
し
た
内
容
を

公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 



３ 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
並
び
に
そ
の
管
理
す
る
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
に
係
る
収
集
運
搬
者
及

び
リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
（
以
下
「
シ
ス
テ
ム
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
第
一
項
の
認

定
を
受
け
た
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
を

管
理
し
、
又
は
運
営
す
る
に
当
た
っ
て
、
大
阪
府
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
名
称
を
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
変
更
の
認
定
等
） 

第
五
条 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
又
は
リ

サ
イ
ク
ル
率
の
目
標
若
し
く
は
そ
の
算
出
の
方
法
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
知
事
の

認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
大
阪
府
リ
サ
イ
ク
ル
シ

ス
テ
ム
変
更
認
定
申
請
書
（
様
式
第
四
号
）
に
大
阪
府
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
認
定
証
を
添

え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
大
阪
府
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
認
定
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項

の
う
ち
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
以
外
の
事
項
を
変
更
し
た
と
き
、
又
は
認
定
リ
サ
イ
ク
ル

シ
ス
テ
ム
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
当
該
変
更
又
は
廃
止
の
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を

知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
大
阪
府
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
変
更
・
廃
止
届
出
書
（
様

式
第
五
号
）
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

前
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
変
更
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

６ 

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
そ
の
届
出
の
内
容
が
大
阪
府
リ

サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
認
定
証
の
記
載
事
項
の
変
更
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
大
阪

府
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
認
定
証
を
書
換
え
交
付
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
を
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。 

（
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
の
活
用
） 

第
六
条 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
等
は
、
収
集
運
搬
者
が
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
取

り
扱
う
循
環
資
源
（
以
下
「
リ
サ
イ
ク
ル
品
」
と
い
う
。
）
を
リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
に
引
き
渡

す
場
合
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
よ
り
当
該
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
に
係
る
リ
サ
イ
ク

ル
伝
票
を
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

収
集
運
搬
者
は
、
排
出
者
（
リ
サ
イ
ク
ル
品
と
な
る
物
を
排
出
す
る
者
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
か
ら
リ
サ
イ
ク
ル
品
を
引
き
取
る
と
き
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
に
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
を
当
該
排
出
者
に
回
付
す
る
こ
と
。 

イ 

リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
の
交
付
年
月
日
及
び
管
理
番
号 

ロ 

引
き
取
る
リ
サ
イ
ク
ル
品
の
種
類
及
び
数
量 

ハ 

排
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

ニ 

収
集
運
搬
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

ホ 

収
集
運
搬
者
が
リ
サ
イ
ク
ル
品
の
積
替
え
又
は
保
管
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
リ
サ
イ
ク
ル
品
の
積
替
え
又
は
保
管
の
場
所
の
所
在
地 

ヘ 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

ト 

循
環
資
源
の
収
集
運
搬
の
料
金
の
額
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
の
料
金
の
額 



二 

前
号
の
規
定
に
よ
り
排
出
者
か
ら
リ
サ
イ
ク
ル
品
を
引
き
取
っ
た
収
集
運
搬
者
は
、
当

該
リ
サ
イ
ク
ル
品
を
リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
に
引
き
渡
す
と
き
は
、
前
号
の
リ
サ
イ
ク
ル
伝

票
を
リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
に
交
付
す
る
こ
と
。 

三 
リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
リ
サ
イ
ク
ル
品
を
収
集
運
搬
者
か
ら
引

き
取
る
と
き
は
、
前
号
の
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
当
該
収
集

運
搬
者
に
回
付
す
る
こ
と
。 

イ 

リ
サ
イ
ク
ル
品
の
引
取
り
の
年
月
日 

ロ 

リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所 

四 

前
号
の
リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
は
、
当
該
リ
サ
イ
ク
ル
品
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
し
た
と

き
は
、
当
該
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
に
リ
サ
イ
ク
ル
が
完
了
し
た
日
を
記
入
し
、
シ
ス
テ
ム
管

理
者
に
交
付
す
る
こ
と
。 

五 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
前
号
の
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
リ
サ
イ

ク
ル
が
完
了
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
当
該
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
に
交
付
を
受
け
た
日

を
記
入
し
、
押
印
し
て
、
当
該
リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
に
回
付
す
る
こ
と
。 

２ 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
は
、
排
出
者
が
リ
サ
イ
ク
ル
品
を
リ
サ
イ
ク

ル
実
施
者
に
引
き
渡
す
場
合
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス

テ
ム
に
係
る
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
を
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
は
、
排
出
者
か
ら
リ
サ
イ
ク
ル
品
を
引
き
取
る
と
き
は
、
リ
サ
イ

ク
ル
伝
票
に
前
項
第
一
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
、
ヘ
及
び
ト
（
リ
サ
イ
ク
ル
の
料
金
の
額
に
限

る
。
）
並
び
に
同
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
を
当

該
排
出
者
に
回
付
す
る
こ
と
。 

二 

前
号
の
規
定
に
よ
り
排
出
者
か
ら
リ
サ
イ
ク
ル
品
を
引
き
取
っ
た
リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者

は
、
当
該
リ
サ
イ
ク
ル
品
の
リ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
し
た
と
き
は
、
当
該
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票

に
リ
サ
イ
ク
ル
が
完
了
し
た
日
を
記
入
し
、
シ
ス
テ
ム
管
理
者
に
交
付
す
る
こ
と
。 

三 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
前
号
の
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
リ
サ
イ

ク
ル
が
完
了
し
た
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
当
該
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
に
交
付
を
受
け
た
日

を
記
入
し
、
押
印
し
て
、
前
号
の
リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
に
回
付
す
る
こ
と
。 

３ 

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
の
交
付
を
受
け
た
シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
当
該

リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
を
当
該
交
付
を
受
け
た
日
か
ら
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
排
出
者
か
ら
当
該
排
出
者
に
係
る
シ
ス
テ
ム
管
理
者
に
交
付
さ
れ

た
リ
サ
イ
ク
ル
伝
票
を
閲
覧
し
た
い
旨
の
申
し
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
な
け

れ
ば
、
こ
れ
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
。 

（
リ
サ
イ
ク
ル
の
料
金
等
の
公
表
） 

第
七
条 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
循
環
資
源
の
収
集
運
搬
の
料
金
の
額
の
提
示
の
方
法
及
び
リ

サ
イ
ク
ル
の
料
金
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に
よ
り
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
リ
サ
イ
ク
ル
率
の
目
標
） 

第
八
条 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
率
の
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
、
そ
の
管
理
す

る
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
に
係
る
リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
が
実
施
す
る
リ
サ
イ
ク
ル
を
管

理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



２ 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
毎
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
前
年
度
に
お
け
る
前
項
の
リ
サ
イ

ク
ル
率
の
目
標
の
達
成
状
況
に
つ
い
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
適
切
な
方
法
に

よ
り
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
台
帳
等
） 

第
九
条 
シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
毎
年
四
月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
前
条
第
一

項
の
リ
サ
イ
ク
ル
率
の
目
標
の
達
成
状
況
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
台
帳
を
備
え
、

五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

リ
サ
イ
ク
ル
品
の
リ
サ
イ
ク
ル
の
開
始
の
日
及
び
完
了
の
日 

二 

リ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
し
た
リ
サ
イ
ク
ル
品
の
種
類
及
び
総
重
量 

三 

リ
サ
イ
ク
ル
品
か
ら
材
料
、
部
品
そ
の
他
の
物
（
以
下
「
材
料
等
」
と
い
う
。
）
を
分
離

す
る
な
ど
の
処
理
（
以
下
「
中
間
処
理
」
と
い
う
。
）
を
し
、
原
材
料
、
製
品
の
部
品
そ
の

他
の
物
（
以
下
「
原
材
料
等
」
と
い
う
。
）
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
当
該
中
間
処
理
の

方
法
並
び
に
原
材
料
等
の
種
類
及
び
重
量 

四 

前
号
の
原
材
料
等
を
他
の
者
に
譲
渡
し
た
場
合
は
、
当
該
譲
渡
の
有
償
又
は
無
償
の
別
、

譲
渡
の
単
価
（
有
償
の
場
合
に
限
る
。
）
、
譲
渡
し
た
原
材
料
の
重
量
及
び
譲
り
受
け
た
者

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

五 

リ
サ
イ
ク
ル
品
の
中
間
処
理
を
し
た
材
料
等
の
う
ち
原
材
料
等
の
用
に
供
し
た
物
以
外

の
物
で
あ
っ
て
、
燃
焼
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
又
は
そ
の
可
能
性
の
あ
る
も

の
（
以
下
「
熱
回
収
可
能
物
」
と
い
う
。
）
を
熱
を
得
る
こ
と
に
自
ら
利
用
し
た
場
合
に
は
、

当
該
熱
回
収
可
能
物
の
重
量 

六 

熱
回
収
可
能
物
を
熱
を
得
る
こ
と
に
利
用
す
る
者
に
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
譲
渡
し
た

熱
回
収
可
能
物
の
種
類
及
び
重
量
並
び
に
譲
り
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並

び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名 

七 

リ
サ
イ
ク
ル
を
実
施
し
な
か
っ
た
循
環
資
源
の
処
分
の
方
法
及
び
重
量 

八 

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
項 

２ 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
は
、
前
項
の
台
帳
に
記
載
し
た
事
項
に
つ
い
て
、
毎
年
五
月
三
十
一
日

ま
で
に
、
大
阪
府
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
定
期
報
告
書
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
知
事
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
立
入
調
査
等
） 

第
十
条 

知
事
は
、
認
定
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
適
正
な
管
理
及
び
運
営
を
確
保
す
る
た
め

に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
シ
ス
テ
ム
管
理
者
に
対
し
、
そ
の
管
理
す
る
認
定
リ
サ
イ
ク
ル

シ
ス
テ
ム
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
シ
ス
テ
ム
管
理
者
等

の
事
務
所
、
事
業
場
、
車
両
そ
の
他
の
場
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
若
し
く
は
台
帳
そ

の
他
の
物
件
を
調
査
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。 

２ 

前
項
の
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
人
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

（
勧
告
） 

第
十
一
条 

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
シ
ス
テ
ム
管
理
者
に
対

し
、
期
限
を
定
め
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が
あ
る
。 

一 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
が
、
第
四
条
第
一
項
の
認
定
の
基
準
（
同
項
第
六
号
に
掲
げ
る
も
の



を
除
く
。
）
を
満
た
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
。 

二 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
等
が
、
第
五
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
を
遵
守
し
て
い
な
い
と
認

め
る
と
き
。 

三 
前
条
第
一
項
の
報
告
の
徴
収
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
調
査
の
結
果
、
知
事
が
必

要
と
認
め
る
と
き
。 

（
認
定
の
取
消
し
） 

第
十
二
条 

知
事
は
、
シ
ス
テ
ム
管
理
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ

の
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

一 

第
四
条
第
一
項
第
六
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
た
と
き
。 

二 

第
十
条
第
一
項
の
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に

よ
る
立
入
調
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。 

三 

前
条
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
正
当
な
理
由
が
な
く
従
わ
な
い
と
き
。 

四 

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
認
定
を
受
け
た
と
き
。 

２ 

知
事
は
、
収
集
運
搬
者
又
は
リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
そ
の
他
関
係
者
が
前
項
第
二
号
に
該
当

す
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。 

３ 

知
事
は
、
シ
ス
テ
ム
管
理
者
（
法
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
役
員
、
使
用
人
そ
の
他
の

従
業
員
を
含
み
、
個
人
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
員
を
含
む
。
）
が
別

表
第
一
及
び
別
表
第
二
に
掲
げ
る
行
為
（
別
表
第
二
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
役

員
又
は
使
用
人
の
行
っ
た
も
の
に
限
る
。
）
を
行
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を

取
り
消
す
こ
と
が
あ
る
。 

４ 

知
事
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。 

５ 

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
受
け
た
者
は
、
速
や
か
に
知

事
に
認
定
証
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
取
消
し
を
受
け
た
者
並
び
に
そ
の
管
理

す
る
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
に
係
る
収
集
運
搬
者
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
実
施
者
は
、
大
阪
府
認

定
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
名
称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。 

（
制
度
の
公
正
か
つ
円
滑
な
運
用
） 

第
十
三
条 

知
事
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
認
定
制
度
の
公
正
か
つ
円
滑
な
運
用
に
資
す

る
た
め
、
そ
の
職
員
が
遵
守
す
べ
き
指
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

シ
ス
テ
ム
管
理
者
等
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
シ
ス
テ
ム
の
認
定
制
度
の
運
用
が
公
正
か
つ
円
滑

に
実
施
さ
れ
る
よ
う
十
分
に
配
慮
し
、
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
市
町
村
と
の
調
整
） 

第
十
四
条 

知
事
は
、
こ
の
規
則
に
基
づ
く
事
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
廃
棄
物
処
理
法
第

六
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
一
般
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
及
び
処
分
を
行
う
市
町
村
と
、
必
要

に
応
じ
て
十
分
な
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



別
表
第
一
（
第
四
条
、
第
十
二
条
関
係
） 

 

別
表
第
二
（
第
十
二
条
関
係
） 

   

二 一 

他
の
者
が
第
三
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
る
こ
と
又
は
他
の
者
が
認
定
リ
サ
イ
ク

ル
シ
ス
テ
ム
を
管
理
し
、
若
し
く
は
運
営
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
行
為 

こ
の
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
に
関
し
、
公
正
か
つ
円

滑
な
遂
行
を
妨
げ
る
次
に
掲
げ
る
行
為 

イ 

府
の
職
員
に
対
し
て
い
い
が
か
り
を
つ
け
、
若
し
く
は
す
ご
み
、
又
は
府 

の
職
員
が
退
去
を
求
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
退
去
し
な
い
こ
と
。 

ロ 
拒
ま
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
連
続
し
て
、
府
の
職
員
に
電
話
を
か
け
る

こ
と
。 

ハ 

府
の
職
員
に
対
し
、
無
理
に
謝
罪
又
は
誓
約
の
書
面
そ
の
他
の
文
書
の
提

出
を
求
め
、
又
は
提
出
さ
せ
る
こ
と
。 

 

ニ 

印
刷
物
の
配
布
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
等
に
よ
り
府
若
し
く
は
府
の

職
員
に
関
す
る
虚
偽
の
風
説
を
流
布
し
、
又
は
府
若
し
く
は
府
の
職
員
の
信

用
を
毀
損
す
る
こ
と
。 

 

ホ 

正
当
な
理
由
が
な
く
、
複
数
回
に
わ
た
っ
て
府
の
職
員
に
対
し
同
様
の
用

件
に
つ
い
て
書
面
等
に
よ
る
回
答
そ
の
他
の
対
応
を
要
求
を
す
る
こ
と
。 

 

ヘ 

イ
か
ら
ホ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
不
正
又
は
不
誠
実
で
あ

る
と
認
め
る
行
為 

   

三 二 一 

一
の
項
及
び
二
の
項
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
不
正
又
は
不
誠
実
で
あ
る

と
認
め
る
行
為 

刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
又
は
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律

（
大
正
十
五
年
法
律
第
六
十
号
）
の
規
定
に
違
反
し
、
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら

れ
た
行
為 

廃
棄
物
処
理
法
又
は
廃
棄
物
処
理
法
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
行
為 



                                        

 
 
４ システム管理者 

(1) 概要 
 商号又は名称  

 
 

 主たる事務所の所在地  
 

 

 連絡先  
 

 

 資本金又は出資金の額  
 

 

 代表者の職氏名  
 

 

 代表者の生年月日  
 

 

 代表者の住所  
 

 

 

リサイクルシステムの

管理の体制 

 
 
 
 
 
 

 

  注意 
１ 「リサイクルシステムの管理の体制」の欄には、システム管理
者を補助する者の役割及びシステム管理者との関係を分かるよう

に示すこと。 
２ 申請者に係る次に掲げる書類を添付すること。 

     (1) 事業の開始に資金を要した場合は、事業の開始に要した資金

の総額及びその資金の調達方法を記載した書類 
     (2) 申請者が法人の場合は、次に掲げる書類 
      ア 直前３年の各事業年度における貸借対照表及び損益計算書 
      イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 
     (3) 申請者が個人の場合は、資産に関する調書及び本人確認を行

うことができる書類の写し  
 

様式第１号（第３条関係） 
 

大阪府リサイクルシステム認定申請書 
 

 年 月 日 
 大阪府知事 様 
 
            申請者（システム管理者） 
             所在地 
             商号又は名称 
             代表者の氏名           印 
             電話番号 
 
 
大阪府リサイクルシステムの認定に関する規則第３条第１項の認定

を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 
 
１ リサイクルシステムの名称 
   
 
２ 取り扱う循環資源の種類 
  

 
 

 
３ リサイクルシステムの概要 
  

 
 
 
 

 

注意 リサイクルシステムの全体像が分かるように示し、参考資料があれ

ば添付すること。 
 

 
 

 



                                        

 
 

５ 収集運搬者 

 商号又は名称   

 代表者の氏名   

 主たる事務所の所在地   

 商号又は名称   

 代表者の氏名   

 主たる事務所の所在地   

 商号又は名称   

 代表者の氏名   

 主たる事務所の所在地   
 

注意 収集運搬者の受けている一般廃棄物収集運搬業の許可若しくは産業

廃棄物収集運搬業の許可に係る許可証の写し又はこれらの許可が不要

であることを証する書類の写しを添付すること。 

 

６ リサイクル実施者 

 商号又は名称   

 代表者の氏名   

 主たる事務所の所在地   

 事業場の所在地   
 

注意 リサイクル実施者に係る次に掲げる書類を添付すること。 

(1) リサイクル実施者の受けている一般廃棄物処分業の許可若しくは

産業廃棄物処分業の許可に係る許可証の写し又はこれらの許可が不

要であることを証する書類の写し 

(2) リサイクル実施者が一般廃棄物処理施設の設置の許可又は産業廃

棄物処理施設の設置の許可を受ける必要のある者であるときは、これ

らの許可証の写し又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の

２の５の規定による届出をしたことを証する書類の写し 

 

 

 

 

 
 

(2) 役員（申請者が法人である場合。代表者を除く。） 

 氏名   

 生年月日   

 住所   

 役職名、出資状況 役職名   、出資比率  ％、出資額    円  

 氏名   

 生年月日   

 住所   

 役職名、出資状況 役職名   、出資比率  ％、出資額    円  

 氏名   

 生年月日   

 住所   

 役職名、出資状況 役職名   、出資比率  ％、出資額    円  

 氏名   

 生年月日   

 住所   

 役職名、出資状況 役職名   、出資比率  ％、出資額    円  

 

(3) 使用人（申請者に使用人がある場合） 

 氏名   

 生年月日   

 住所   

 氏名   

 生年月日   

 住所   

 氏名   

 生年月日   

 住所   

 



                                        

様式第２号（第３条関係） 
 
 
 

誓  約  書 
 
 
 
 
 申請者（法人の場合にあってはその役員又は使用人、個人の場合に

あってはその使用人を含む。）は、大阪府リサイクルシステムの認定に

関する規則第４条第１項第６号イからニまでのいずれにも該当しない

ことを誓約します。 
 
 
 
 
 大阪府知事 様 
 
 
 
 
                          年 月 日 
 
 
 
           申請者 所在地 
               商号又は名称 
               代表者の氏名         印 
 
 
 
 

 

 
 

７ リサイクル伝票の閲覧 

 
閲覧の問合せ窓口 

 

 

 

 
閲覧の方法 

 

 

 

注意 リサイクル伝票の様式を添付すること。 

 

８ リサイクルの料金等 

 
リサイクルの料金 

 

 

 

 収集運搬の料金の額の提

示の方法 

 

 

 

 
公表の方法 

 

 

 

 

９ リサイクル率の目標 

 リサイクル率の目標及び

その算出方法 

 

 

 

 リサイクル率の目標の達

成状況の公表の方法 
 

 

 注意 参考資料があれば、添付すること。 

 

10 リサイクルを実施しない循環資源の処分の方法 

  

 

 

 

 注意 参考資料があれば、添付すること。 

 

備考 この様式内に書ききれない場合は、別紙に記載すること。 
 

 



                                        

様式第４号（第５条関係） 
 

大阪府リサイクルシステム変更認定申請書 

 

 年 月 日 

 

 大阪府知事 様 

 

            申請者 所在地 

                商号又は名称 

                代表者の氏名                印 

                電話番号 
 
 大阪府リサイクルシステムの認定に関する規則第５条第１項の変更

の認定を受けたいので、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 
 
認定の年月日及び番

号 
  年  月  日  
第          号 

変更の内容 
（該当する番号を○

で囲み、具体的な内

容を記載すること。） 

 
１ リサイクル率の目標又はその算出の方法 
 
２ リサイクル実施者 
 

変更の理由  
注意 
１ リサイクル実施者を変更する場合は、次に掲げる書類を添付すること。 
(1) リサイクル実施者の受けている一般廃棄物処分業の許可若しくは

産業廃棄物処分業の許可に係る許可証の写し又はこれらの許可が不

要であることを証する書類の写し 
(2) リサイクル実施者が一般廃棄物処理施設の設置の許可又は産業廃

棄物処理施設の設置の許可を受ける必要のある者であるときは、こ

れらの許可証の写し又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条

の２の５の規定による届出をしたことを証する書類の写し 
２ 参考資料があれば、添付すること。 
３ この様式内に書ききれない場合は、別紙に記載すること。 

 

様式第３号（第４条関係） 
 

大阪府リサイクルシステム認定証 

 

 年 月 日 

 システム管理者 

  所在地 

  商号又は名称 

  代表者の氏名 

 

 大阪府リサイクルシステムの認定に関する規則第３条第１項の認定

を受けた者であることを証します。 

 

               大阪府知事        印 

 

１ リサイクルシステムの名称 

   

 

２ 取り扱う循環資源の種類 

   

 

３ リサイクル実施者 

 商号又は名称   

 代表者の氏名   

 事業場の所在地   

 

４ リサイクル率の目標及びその算出の方法 

 

  

５ 認定の有効期間の満了日 

     年  月  日  

 

 

 



                                        

様式第６号（第９条関係） 
 

大阪府リサイクルシステム定期報告書 

 年 月 日 

大阪府知事 様 

システム管理者  

所在地 

           商号又は名称 

           代表者の氏名                   印 

 

 大阪府リサイクルシステムの認定に関する規則第９条第２項の規定

により、次のとおり報告します。 

 

１ 認定リサイクルシステムの認定年月日及び認定番号 

    年  月  日      第     号  

 

２ リサイクル率の目標の達成状況等 

 リサイクル率の目標及

びその算出の方法 
  

 リサイクル率の目標の

達成状況 
  

 

３ リサイクルを実施したリサイクル品の種類及び総重量 

 リサイクル品の種類 
 

 
 

 総重量   

 

４ リサイクル品の中間処理の方法並びに原材料等の種類及び重量 

 中間処理の方法  

 
 

 原材料等の種類  

 
 

 原材料等の重量  

 
 

 

 

様式第５号（第５条関係） 
 

大阪府リサイクルシステム変更・廃止届出書 
 年 月 日 

大阪府知事 様 

申請者 所在地 

                 商号又は名称 

                 代表者の氏名                   印 

                 電話番号 
 

 大阪府リサイクルシステムの認定に関する規則第３条第１項の認定を受けたリサイ 

クルシステムについて、    したので、同規則第５条第３項の規定により、次の

とおり届出をします。 

 

 認定の年月日及び番号  年 月 日   第    号  

 

変更の内容 

変更前  
 

変更後  
 

 変更又は廃止の理由  
 変更又は廃止の年月日  年 月 日 

  
注意 次に掲げる変更の内容の区分に応じ、それぞれ次に定める書類を添付すること。 

(1) 商号、名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者、役員（法人である場合に限

る。）若しくは使用人 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 

(2) リサイクル実施者の受けている廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく許可

の状況 次に掲げる書類 

ア 一般廃棄物処分業の許可若しくは産業廃棄物処分業の許可に係る許可証の写し

又はこれらの許可が不要なものであることを証する書類の写し 

イ  リサイクル実施者が一般廃棄物処理施設の設置の許可若しくは産業廃棄物処理

施設の設置の許可を受ける必要のある者であるときは、その許可証の写し又は廃棄

物の処理及び清掃に関する法律第15条の２の５の規定による届出をしたことを証

する書類の写し 

(3) 収集運搬者又は収集運搬者の受けている廃棄物処理法に基づく許可の状況 一般

廃棄物収集運搬業の許可若しくは産業廃棄物収集運搬業の許可に係る許可証の写し

又はこれらの許可が不要なものであることを証する書類の写し 

(4)  大阪府リサイクルシステム認定証に記載されている事項 大阪府リサイクルシス

テム認定証 

備考 この様式内に書ききれない場合は、別紙に記載すること。 

 

変更 
廃止 



    

  
 

５ ４の原材料等を他者に譲渡した場合の譲渡先の名称等 

 譲渡先の商号又は名称、

住所及び代表者の氏名 
  

 
譲渡の方法 有償・無償（該当するものを○で囲むこと。） 

有償の場合は、譲渡単価（    円／ ） 
 

 譲渡した原材料等の重

量 
  

 

６ 熱回収可能物を熱を得ることに自ら利用した場合の当該熱回収可

能物の重量等 

 熱を得ることに利用し

た施設の種類 
  

 熱回収可能物の量   

 

７ 熱回収可能物を他者に譲渡した場合の譲渡先の名称等 

 譲渡先の商号又は名称、

住所及び代表者の氏名 
  

 
譲渡の方法 有償・無償（該当するものを○で囲むこと。） 

有償の場合は、譲渡単価（    円／ ） 
 

 譲渡した熱回収可能物

の重量 
  

 熱を得ることに利用す

る施設の種類 
  

 

８ リサイクルを実施しなかった循環資源の処分の方法及び重量 

 処分の方法  

 
 

 リサイクルを実施しな

かった循環資源の重量 
 

 
 

 

９ その他 

 

 
備考 この様式内に書ききれない場合は、別紙に記載すること。 

 

 


